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（お知らせ） 

「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」の結果は次のとおりです。 

 

１．調査概要 

（１）調査目的：市町村における使用済みペットボトルの独自処理の実態を把握すること 

（２）調査対象：ペットボトルの分別収集を行っている市町村 

 市町村により分別収集された使用済ペットボトル等については、平成18年の容器包装リサイクル

法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合

物の再商品化の促進等に関する基本方針（以下「基本方針」という。）により、指定法人等に円滑な

引渡しを促進することが必要であること、また、使用済ペットボトル等を市町村が指定法人以外の

事業者に引き渡す場合にあっては、「分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期し

つつ適正に処理されていることを確認することが必要である。同時に、市町村は、このような容器

包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」を国の方針

として定めています。 

今般、市町村における使用済みペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握するこ

とを目的に平成19年度に初めて実施した「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関す

る実態調査」について、その結果の概要を取りまとめましたので、お知らせします。 

 この結果、市町村独自処理をしている市町村における、①引渡事業者と契約時に引渡要件を定め

ていない市町村が46.8％あったこと、また、引渡要件を設定している市町村のうち41.7％の市町村

が確認を行っていないこと、使用済みペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していな

い市町村が57.0％あったこと等、環境保全に万全を期しつつ適正に処理されていることの確認が不

十分であることが分かりました。②使用済みペットボトルの行き先は64.7％が国内の再商品化の原

料として利用されていることが分かりました。 

環境省では、この結果を受け、改正基本方針の趣旨について、改めて市町村に対して周知、徹底

を図ることとし、具体的には、使用済ペットボトル等については、指定法人等に円滑に引き渡すこ

とが必要であり、指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、その事業者の適格性を厳格に

審査することに加えて、当該事業者が適正に再商品化等の処理を行っていることについて、現場確

認その他の適切な方法による確認をするとともに、住民に対し適切に情報提供をする必要があるこ

とを通知することとしています。 
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（３）調査期間：平成20年３月 

（４）回答率 ：78.5％ 

（平成18年度分別収集実施市町村（環境省調査）数1,752に対し回答数は1,376） 

 

２．調査結果の概要 

（１）使用済みペットボトルの処理方法 

回答のあった市町村の指定法人向け処理量の割合は、近年、減少傾向であったが平成20年度（計

画）はやや回復している。 

 

 

（２）引渡し先事業者の選定、契約時の要件 

市町村独自処理を行う市町村のうち、引渡事業者に引き渡しの要件を定めていない市町村が

46.8％もあった。一方、要件を設けている市町村は53.2％あり、このうち、分別基準適合物の円滑

な引き渡しを追加した基本方針を受けて、要件を変更した市町村が11.6％あった。（択一回答） 

①引き渡しの要

件を

定めていない

46.8%

②法律改正後

（１９年度から）、

要件を変更した

11.6%

③法律改正前か

ら要件を設けて

いる

41.6%

事業者への要件の有無

 

処理別市町村数の割合 

  H18 H19 H20 

指定法人 

のみ 
47.8% 46.2% 49.7%

市町村 

独自処理 
37.0% 37.3% 34.3%

併用 15.2% 16.5% 16.0%
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また、引渡し事業者に対する要件の内容としては、「再商品化すること」が 61.0％で最も多く、

次いで「国内再商品化製品利用事業者が利用すること」が 53.8％、「環境保全対策に万全を期しつ

つ適正に処理されていること」が27.5％、「そのまま輸出業者に引き渡さないこと」が21.0％とな

っている。（複数回答） 

61.0%

5.7%

21.0%

53.8%

27.5%

14.8%

8.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

① 引き渡した使用済ペットボトルを

適切に再商品化すること

② 引き渡した使用済ペットボトルを

市町村が設定した品質基準を

満たすよう再商品化すること

③ 引き渡した使用済ペットボトルを

そのまま輸出業者に引き渡さないこ

と

④ フレーク、ペレット等に再商品化

したあとの利用先を、国内の

利用事業者に限ること

⑤ 引き渡した使用済ペットボトルが、

環境保全対策に万全を期しつつ

適正に処理されていること

⑥ 財団法人日本容器包装

リサイクル協会に登録している

再商品化事業者であること

⑦その他

使用済ペットボトルの取扱い要件

 
 

（３）要件の確認方法 

   引渡し事業者に要件を設定している市町村のうち、要件の確認方法としては、「仕様・契約書に盛

り込む」が21.2％、「事業者への聞き取り調査だけ」が16.0％、「業者を信頼して特に確認せず」が

4.5％と合わせて41.7％の市町村が自ら確認を行っていなかった。なお、「現場確認」を行っている

市町村は45.0％となっている。（択一回答） 

45.0%

10.7%

16.0%

21.2%

4.5%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

① 現場を確認している

② 取引伝票の確認など、

引き渡し業者に対する

調査を行っている

③ 現場の確認や調査は

行っておらず、事業者に

聞き取りを行っているだけ

④ 引き渡し時の仕様・契約書

に盛り込んでいる

⑤ 業者を信頼して、

特に確認はしていない

⑥その他

要件実施有無の確認方法
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（４）市町村独自処理についての市民への情報提供 

   市町村独自処理を行っている市町村のうち、市町村独自処理をしていることを、市民に説明して

いるかについては、「情報提供していない」が57.0％と半数以上になっている。 

次いで「引渡し業者名のみを公表している」が 13.3％、「独自処理していることのみを公表」が

12.7％となり、「独自処理の利用先まで公表」しているのはわずか4.6％であった。 

説明責任という観点から、市町村は独自処理している事実やその内容について、積極的に情報を

公表していくことが必要である。（択一回答） 

12.7%

9.8%

13.3%

2.6%

3.1%

1.5%

57.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①独自処理していることのみ公表

②独自処理と指定法人の処理量のみ公表

③独自処理の引渡し業者名のみ公表

④独自処理の引渡し業者名と処理量を公表

⑤独自処理の引渡し業者名と利用先を公表

⑥独自処理の引渡し業者名、処理量、利用先まで公表

⑦情報提供していない

市民に対する情報提供

 

 

（５）市町村独自処理の引渡し先事業者 

 市町村が回答した市町村独自処理の引渡し先事業者の延べ数は742社（H18）で、その業種内訳は、

平成18年度実績では、「自らフレークやペレットに加工」する事業者が54.3％と最も多く、次いで

「ベール化して国内の再生業者に販売」している事業者が17.4％となっている。輸出している事業

者は計 9.4％で、「フレークやペレットに加工して輸出」が 6.6％、「ベール化したものを輸出」が

2.8％となっている。 

 

（６）使用済みペットボトルの行き先 

   市町村独自処理の行き先は、平成18年度実績でマテリアル、ケミカルをあわせて国内で再商品化

されていると回答した市町村が64.7％である。全部または一部が国外輸出は10.5％であるが、原料

化後の行き先を把握していない市町村を含め33.5％の市町村が輸出されている可能性がある。 

 

①自らフレークやペレットに加工 403 54.3% 442 56.4%

②自らフレークやペレットに加工して輸出 49 6.6% 48 6.1%

③自ら国内で繊維製品やプラスチック製品などに再生 47 6.3% 38 4.8%

④ケミカルリサイクルの技術と設備を持ち、ペットボトルに再生 19 2.6% 20 2.6%
⑤自らは再商品化せず市町村がベール化したものを国内の再
商品化事業者に販売 129 17.4%

137
17.5%

⑥自らは再商品化せず、市町村がベール化したものを主として
輸出業者に販売 21 2.8%

18
2.3%

⑦その他 74 10.0% 81 10.3%

無回答 41 39

合計業者数(のべ、除無回答) 742 100.0% 784 100.0%

平成18年度 平成19年度
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59.5%

5.2%

23.0%

10.5%

1.8%

58.3%

5.9%

22.0%

10.2%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

① 国内でマテリアルリサイクル原料

として利用されている

② 国内でケミカルリサイクル原料

として利用されている

③ フレークやペレット化されている

ところまでは把握しているが、

それより先は把握していない

④ 全部または一部が

国外に輸出されている

⑤その他

使用済みペットボトルの行き先

平成18年度 平成19年度
 

 

（７）輸出時の状態確認について 

 使用済みペットボトルの行き先について、全部または一部が国外に輸出していると回答した市町

村に輸出時の使用済みペットボトルの状態（分別、洗浄、裁断等が行われている。）を確認する方法

について尋ねたところ、平成18年度において口頭説明のみが33.8％、提出書類での確認が31.3％

となっており、現場での確認をしている市町村は27.5％のみであった。（択一回答） 

27.5%

31.3%

33.8%

7.5%

0.0% 20.0% 40.0%

① 現場での確認

② 提出された書類での確認

③ 口頭説明のみで確認

④ その他

輸出時の状態確認

 

 

（８）市町村独自処理の選択理由 

市町村が独自処理を行っている理由としては、「指定法人より高く販売できるため」が 49.0％と

最も多くなっている。 

このほか、「従来からのリサイクルルートが確立しているため」が16.2％、「収集から再商品化ま

でトータルで委託できる」が11.3％、「選別せずに引き取ってもらえるため」が10.4％あった。ま

た「地域内の再商品事業者の支援・育成のため」を理由として選択した市町村が13.9％あった。 

また、市町村独自処理が「品質上の制約条件が少ないため」（18.4％）、「小ロットでも引き取って

もらえるため」（17.9％）、「事務手続が軽減できるため」（17.4％）、「柔軟に対応してもらえるた

め」（16.7％）を選択した市町村もあった。（複数回答） 
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49.0%

18.4%

17.9%

17.4%

16.7%

3.5%

11.3%

10.4%

16.2%

13.9%

14.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

① 指定法人よりも高く販売できるため

② 容器包装廃棄物の品質上の

制限が少ないため

③ 小ロットでも引き取ってもらえるため

④ 事務手続きが軽減できるため

⑤ 柔軟に対応してもらえるため

⑥ より環境負荷の低い

リサイクルを実施するため

⑦ 収集・運搬から再商品化まで、

トータルで委託できる事業者がいるため

⑧ 選別せずに引き取ってもらえるため

⑨ 従来からのリサイクルルートが

確立しているため

⑩ 地域内の再商品化事業者の

支援・育成のため

⑪その他

市町村独自処理している理由

 


